
憲 法 改 正 発 議 要 件 の 緩 和 に 反 対 す る 会 長 声 明

１ 　 日 本 国 憲 法 第 ９ ６ 条 は 、 「 こ の 憲 法 の 改

正 は 、 各 議 院 の 総 議 員 の 三 分 の 二 以 上 の 賛

成 で 、 国 会 が 、 こ れ を 発 議 し 、 国 民 に 提 案

し て そ の 承 認 を 経 な け れ ば な ら な い 。 こ の

承 認 に は 、 特 別 の 国 民 投 票 又 は 国 会 の 定 め

る 選 挙 の 際 行 は れ る 投 票 に お い て 、 そ の 過

半 数 の 賛 成 を 必 要 と す る 。 」 と 定 め る 。

　 　 と こ ろ が 、 さ き の 衆 議 院 総 選 挙 で 政 権 を

得 た 自 由 民 主 党 は 、 憲 法 改 正 の 発 議 要 件 を

衆 参 各 議 院 の 総 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の 賛 成

か ら 過 半 数 の 賛 成 に 緩 和 し 、 こ れ に よ っ て

憲 法 改 正 を 容 易 に し よ う と し て い る 。 日 本

国 憲 法 改 正 の 発 議 要 件 が 厳 格 に す ぎ る こ と

か ら 、 主 権 者 た る 国 民 が 憲 法 の 改 正 を 行 う

こ と を 困 難 に し て い る と い う の で あ る 。

２ 　 日 本 国 憲 法 は 、 人 類 の 多 年 に わ た る 自 由

獲 得 の 努 力 の 成 果 と 第 ２ 次 世 界 大 戦 の 未 曾

有 の 犠 牲 と い う 厳 粛 な 歴 史 的 経 過 を 踏 ま え

て 制 定 さ れ た 。 基 本 的 人 権 の 尊 重 、 国 民 主

権 お よ び 恒 久 平 和 主 義 を 規 定 し て 、 国 家 権

力 に 縛 り を か け る こ と に よ り 、 そ の 権 力 の

横 暴 や 濫 用 か ら 国 民 の 基 本 的 人 権 を 擁 護 す

る 極 め て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る （ 立 憲

主 義 ） 。

と こ ろ が 、 そ の 時 々 の 政 治 的 多 数 派 の 意

向 に よ り 容 易 に 憲 法 改 正 が な さ れ る と 、 国

の 基 本 的 な 在 り 方 が 著 し く 不 安 定 と な り 、

立 憲 主 義 が 大 き く 後 退 し て 、 基 本 的 人 権 の

保 障 が 形 骸 化 し か ね な い 。 憲 法 改 正 に 際 し

て は 、 国 会 に お い て は も ち ろ ん の こ と 、 国

民 相 互 間 に お い て も 、 充 実 し た 慎 重 な 議 論

を 尽 く す こ と が 求 め ら れ る 。

そ こ で 、 日 本 国 憲 法 は 、 憲 法 改 正 に つ い

て の 国 会 の 発 議 要 件 に つ い て 、 法 律 の 制 定

や 改 正 と は 異 な り 、 時 々 の 政 治 情 勢 に よ っ
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て 容 易 に 変 動 し 得 る 総 議 員 の 過 半 数 で は 足

り な い も の と し 、 充 実 し た 慎 重 な 議 論 を 尽

く し て 形 成 さ れ る 国 民 の 安 定 的 な 多 数 意 見

を 反 映 す べ く 、 総 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 と し

た も の で あ る 。

３ 　 そ し て 、 こ の よ う な 日 本 国 憲 法 の 規 定 は

諸 外 国 の 憲 法 改 正 規 定 と 比 較 し て み て も 、

特 段 厳 格 な も の と は い え な い 。

例 え ば 、 欧 米 諸 国 の 代 表 的 な 例 を あ げ る

と 、 米 国 で は 連 邦 議 会 の ３ 分 の ２ 以 上 の 決

議 と ４ 分 の ３ 以 上 の 州 議 会 の 承 認 、 ド イ ツ

で は 連 邦 議 会 の ３ 分 の ２ 以 上 の 決 議 と 連 邦

参 議 院 の ３ 分 の ２ 以 上 の 決 議 が 憲 法 改 正 に

必 要 と さ れ て い る 。 ア ジ ア 諸 国 を み て も 、

韓 国 は 我 が 国 と 同 様 の 要 件 、 フ ィ リ ピ ン で

は 議 会 の ４ 分 の ３ 以 上 の 議 決 の 上 で 国 民 投

票 が 必 要 と な っ て い る 。

こ の よ う に 、 現 代 の 世 界 の 趨 勢 を 見 て も 、

日 本 国 憲 法 第 ９ ６ 条 の 改 正 を 正 当 化 す る 合

理 的 理 由 は な い 。

４ 　 以 上 の こ と か ら 、 当 会 は 、 我 が 国 の 最 高

法 規 で あ り 、 国 民 の 基 本 的 人 権 を 保 障 す る

日 本 国 憲 法 の 改 正 発 議 要 件 の 緩 和 に は 強 く

反 対 す る 。

２ ０ １ ３ 年 （ 平 成 ２ ５ 年 ） ６

月 ２ ５ 日

福 岡 県 弁 護 士 会 会 長 　 橋 　 本 　 千 　 尋
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